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■平成３１年 観光関係功労者 国土交通大臣表彰（北陸信越運輸局関係分）（総務部） 

 

多年にわたり観光関係事業に精励され、功績顕著である下記の方は、平成３１年４月２２日 

 付けで国土交通大臣から表彰されました。 

 

（敬称略） 

事業の種別 氏  名 職     名 県別 

旅 館 業 柄澤 章司 
（一社）日本旅館協会 常務理事 

（有）菅平高原ホテル柄澤 代表取締役社長 
長野県 

 
■令和元年 春の叙勲受章者（北陸信越運輸局関係分）（総務部）   

 

   多年にわたり国土交通関係業務に精励されご功績のあった下記の方は、勲章が授与されまし 

 た。 

                                                                   （敬称略） 

勲 等 氏  名 職     名 県別 

旭日双光章 五十嵐 由之 
東和造船（株） 社長 

（一社）北陸信越小型船舶工業会 会長 
新潟県 

令和元年５月２１日付（内閣） 

 

 

 

 

北陸信越運輸局報 
明日の交通・環境を創造します。 

http://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/ 

 
 

令和元年６月２１日（金曜日）  第５８５号 

国土交通省 北陸信越運輸局                                 毎月３回（1 日・11 日・21 日発行） 
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■令和元年 春の褒章受章者（北陸信越運輸局関係分）（総務部） 

  

多年にわたりボランティア活動に従事し顕著な実績を挙げられた下記の団体は、褒章が授与 

されました。 

                                                       （敬称略） 

褒 章 名   称 功 績 概 要 県別 

緑綬褒章 大沢福寿会   ＪＲ大沢駅とその周辺の環境美化奉仕活動 新潟県 

令和元年５月２１日付（内閣） 

 

 

■公示第１８号（自動車交通部） 

  

特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び 

活性化に関する特別措置法施行規則第１１条の２の規定による事案の公示  

 

特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する

特別措置法（平成２１年法律第６４号。以下「法」という。）第１６条第１項の規定による運賃

の範囲の指定について下記のとおり事案の公示を行う。  

 

令和元年６月１２日  

 

北陸信越運輸局長  板崎 龍介 

 

記 

１．タクシーに係る公定幅運賃 

事案番号 事案概要  適用する営業区域  

３１旅１０８号 「一般乗用旅客自動車運送事業の公定幅運賃の範

囲の指定について（平成２６年２月２８日付け公示

第１１０号）」により指定した公定幅運賃に消費税

率引き上げ分（１１０／１０８）を転嫁したものを

公定幅運賃として設定する。 

新潟交通圏 

長岡交通圏 

上越交通圏 

新発田市Ａ 

柏崎市Ａ 

３１旅１０９号 同 上  長野交通圏 

松本交通圏 

上田市Ａ 

飯田市Ａ 

３１旅１１０号 同 上  富山交通圏 

高岡・氷見交通圏 

砺波市Ｂ、南砺市 

３１旅１１１号 同 上  金沢交通圏 

南加賀交通圏 

 

■公示第１９号（自動車交通部） 
 
      一般乗用旅客自動車運送事業（１人１車制個人タクシーに限る。）の 
      許可等に係る事前試験及び申請後試験について 
 

○ 公    示 
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 一般乗用旅客自動車運送事業（１人１車制個人タクシーに限る。）の許可申請等をする前の者を対

象とする事前試験及び許可申請等をした者を対象とする申請後試験について、下記のとおり実施す

ることとしたので公示する。 
 
  令和元年６月１４日 
                          北陸信越運輸局長 板崎 龍介 
 

記 
 
１．試 験 日  令和元年７月１６日（火） 
 
２．時 間    受付    １３時００分～１３時２０分 
         試験（法令）１３時３０分～１４時２０分            
３．試験場所 

申請営業区域 試 験 会 場 
新潟交通圏 新潟運輸支局 会議室 
富山交通圏 富山運輸支局本庁舎 会議室 
長野交通圏 

長野運輸支局 会議室 
松本交通圏 

４． 受験資格者  
「一般乗用旅客自動車運送事業（１人１車制個人タクシーに限る。）の許可等に係る法令及び

地理の試験について」（平成１４年７月１日付け公示第２５号）Ⅱ．１．に該当する者 
 

 
■公示第２０号（自動車交通部） 
 
一般乗合旅客自動車運送事業における運賃等の上限変更認可申請（令和元年１０月１日からの消費税

率引上げに伴う運賃等の改定を実施するため）があったので、道路運送法施行規則第５５条の規定に基

づき、下記のとおり公示する。 
本件について意見聴取の申請をしようとするときは、公示の日から１０日以内に下記に掲げる事

項を記載した文書を当該申請事案を管轄する運輸支局長を経由し運輸局長あて提出されたい。 
なお、郵送による申請の場合にあっては、消印が公示の日から１０日以内のものとする。 

 
記 

 
１．申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 
２．事案の件名及びその番号 
３．意見の聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は職名 
４．意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項 

 
令和元年６月２１日 

北陸信越運輸局長  板崎 龍介 
 

（事案の種類）   一般乗合旅客自動車運送事業の運賃の上限変更認可申請 

事 案 番

号 
申請者の氏名又は名称 事 案 概 要 備 考 

31 旅 77 新潟交通株式会社 申請年月日  令和元年５月３１日 

均一制    ２３０円（２３０円） 

対キロ区間制 基準賃率 ４０円７０銭 

          （４０円７０銭） 

初乗運賃   １８０円（１７０円） 
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改定率    １．０１６２７％ 

 

31 旅 78 新潟交通観光バス株式

会社 

申請年月日  令和元年５月３１日 

対キロ区間制 基準賃率 ４１円８０銭 

           （４１円８０銭） 

初乗運賃   １８０円（１７０円） 

対キロ区間制 基準賃率 ３５円７０銭 

           （３５円７０銭） 

初乗運賃   １６０円（１５０円） 

改定率    １．０１８５２％ 

 

 

31 旅 79 越後交通株式会社 申請年月日  令和元年５月３１日 

対キロ区間制 基準賃率 ３０円４０銭 

           （３０円４０銭） 

初乗運賃   １６０円（１５０円） 

対キロ区間制 基準賃率 ３３円８０銭 

           （３３円８０銭） 

初乗運賃   １８０円（１７０円） 

改定率    １．０１７８４％ 

 

 

31 旅 80 南越後観光バス株式会

社 

申請年月日  令和元年５月３１日 

対キロ区間制 基準賃率 ３０円４０銭 

           （３０円４０銭） 

初乗運賃   １６０円（１５０円） 

改定率    １．０１７１４％ 

 

 

31 旅 81 頸城自動車株式会社 申請年月日  令和元年５月３１日 

対キロ区間制 基準賃率 ５１円１０銭 

           （５０円１０銭） 

初乗運賃   １７０円（１７０円） 

改定率    １．０１７４８％ 

 

 

31 旅 82 くびき野バス株式会社 申請年月日  令和元年５月３１日 

対キロ区間制 基準賃率 ５１円１０銭 

           （５０円１０銭） 

初乗運賃   １７０円（１７０円） 

改定率    １．０１７５１％ 

 

 

31 旅 83 東頸バス株式会社 申請年月日  令和元年５月３１日 

対キロ区間制 基準賃率 ５１円１０銭 

           （５０円１０銭） 

初乗運賃   １７０円（１７０円） 

改定率    １．０１７５１％ 

 

 

31 旅 84 頸北観光バス株式会社 申請年月日  令和元年５月３１日 

対キロ区間制 基準賃率 ５１円１０銭 

           （５０円１０銭） 

初乗運賃   １７０円（１７０円） 

改定率    １．０１８４３％ 
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31 旅 85 アルピコ交通株式会社 申請年月日  令和元年５月３０日 

均一制    ２００円（２００円） 

対キロ区間制 基準賃率 ４８円４０銭 

           （４７円５０銭） 

初乗運賃   １５０円（１５０円） 

対キロ区間制 基準賃率 ５０円９０銭 

           （４９円８０銭） 

初乗運賃   １５０円（１５０円） 

対キロ区間制 基準賃率 ５２円５０銭 

           （５１円６０銭） 

初乗運賃   １６０円（１６０円） 

改定率    １．０１７０８％． 

 

 

31 旅 86 長電バス株式会社 申請年月日  令和元年５月２８日 

対キロ区間制 基準賃率 ５６円９０銭 

           （５５円９０銭） 

初乗運賃   １８０円（１８０円） 

改定率    １．０１７４２％ 

 

 

31 旅 87 千曲バス株式会社 申請年月日  令和元年５月２日 

対キロ区間制 基準賃率 ５０円２０銭 

           （４９円３０銭） 

初乗運賃   １５０円（１５０円） 

改定率    １．０１７９７％ 

 

 

31 旅 88 伊那バス株式会社 申請年月日  令和元年５月３１日 

対キロ区間制 基準賃率 ５０円８０銭 

           （４９円９０銭） 

初乗運賃   １５０円（１５０円） 

改定率    １．０１７９９％ 

 

 

31 旅 89 中央アルプス観光株式

会社 

申請年月日  令和元年５月３１日 

対キロ区間制 基準賃率 ５０円８０銭 

          （４９円９０銭） 

初乗運賃   １５０円（１５０円） 

改定率    １．０１８０２％ 

 

 

31 旅 90 草軽交通株式会社 申請年月日  平成３１年４月１８日 

対キロ区間制 基準賃率 ５２円２０銭 

           （５１円３０銭） 

初乗運賃   １３０円（１３０円） 

改定率    １．０１７５４％ 

 

 

31 旅 91 株式会社関電アメニッ

クス 

申請年月日  令和元年５月２９日 

対キロ区間制 基準賃率 ６０円８０銭 

           （５９円７０銭） 

初乗運賃   １５０円（１５０円） 

改定率    １．０１８４３％ 
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31 旅 92 伊那市 申請年月日  令和元年５月１５日 

対キロ区間制 基準賃率 ５２円１０銭 

           （５１円２０銭） 

初乗運賃   ２１０円（２００円） 

改定率    １．０１７５８％ 

 

 

31 旅 93 東信観光バス株式会社 申請年月日  令和元年５月２４日 

対キロ区間制 基準賃率 ５０円２０銭 

           （４９円３０銭） 

初乗運賃   １４０円（１４０円） 

改定率    １．０１８０６％ 

 

 

31 旅 94 ジェイアールバス関東

株式会社 

申請年月日  令和元年５月３１日 

対キロ区間制 基準賃率 ５０円９０銭 

           （４９円９０銭） 

初乗運賃   １４０円（１４０円） 

改定率    １．０１８５０％ 

 

 

31 旅 95 西武観光バス株式会社 申請年月日  令和元年５月３０日 

対キロ区間制 基準賃率 ４７円２０銭 

           （４７円２０銭） 

初乗運賃   １３０円（１３０円） 

改定率    １．０１８００％ 

 

 

31 旅 96 富山地方鉄道株式会社 申請年月日  令和元年５月３１日 

地帯制①   ２１０円（２００円） 

地帯制②   ２４０円（２４０円） 

対キロ区間制 基準賃率 ４５円２０銭 

           （４５円２０銭） 

初乗運賃   １７０円（１７０円） 

改定率    １．０１６７４％ 

 

 

31 旅 97 加越能バス株式会社 申請年月日  令和元年５月２４日 

対キロ区間制 基準賃率 ４８円２０銭 

           （４７円３０銭） 

初乗運賃   １６０円（１６０円） 

改定率    １．０１６４９％ 

 

 

31 旅 98 富山地鉄北斗バス株式

会社 

申請年月日  令和元年５月３１日 

地帯制①   ２１０円（２００円） 

地帯制②   ２４０円（２４０円） 

対キロ区間制 基準賃率 ４５円２０銭 

           （４５円２０銭） 

初乗運賃   １７０円（１７０円） 

改定率    １．０１８２１％ 

 

 

31 旅 99 立山黒部貫光株式会社 申請年月日  令和元年５月３０日 

対キロ区間制 基準賃率 ６４円１０銭 

           （６３円００銭） 

初乗運賃    ９０円（９０円） 

改定率    １．０１８４１％ 
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31 旅 100 北陸鉄道株式会社 申請年月日  令和元年５月３１日 

地帯制①   ２００円（２００円） 

地帯制②   ２３０円（２２０円） 

地帯制③   ２５０円（２４０円） 

対キロ区間制 基準賃率 ３９円９０銭 

           （３９円９０銭） 

初乗運賃   １７０円（１７０円） 

改定率    １．０１８５０％ 

 

 

31 旅 101 北鉄金沢バス株式会社 申請年月日  令和元年５月３１日 

地帯制①   ２００円（２００円） 

地帯制②   ２３０円（２２０円） 

地帯制③   ２５０円（２４０円） 

対キロ区間制 基準賃率 ３９円９０銭 

           （３９円９０銭） 

初乗運賃   １７０円（１７０円） 

改定率    １．０１８３３％ 

 

 

31 旅 102 北鉄奥能登バス株式会

社 

申請年月日  令和元年５月２３日 

対キロ区間制 基準賃率 ３７円１０銭 

           （３７円１０銭） 

初乗運賃   １５０円（１５０円） 

対キロ区間制 基準賃率 ３９円９０銭 

           （３９円９０銭） 

初乗運賃   １７０円（１７０円） 

改定率    １．０１８５０％ 

 

 

31 旅 103 北鉄能登バス株式会社 申請年月日  令和元年５月２７日 

対キロ区間制 基準賃率 ３５円４０銭 

           （３５円４０銭） 

初乗運賃   １４０円（１４０円） 

対キロ区間制 基準賃率 ３６円８０銭 

           （３６円８０銭） 

初乗運賃   １５０円（１５０円） 

対キロ区間制 基準賃率 ３９円９０銭 

           （３９円９０銭） 

初乗運賃   １７０円（１７０円） 

改定率    １．０１６１６％ 

 

 

31 旅 104 小松バス株式会社 申請年月日  令和元年５月２２日 

対キロ区間制 基準賃率 ４７円３０銭 

           （４７円３０銭） 

初乗運賃   １６０円（１６０円） 

改定率    １．０１７９５％ 
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31 旅 105 加賀白山バス株式会社 申請年月日  令和元年５月３１日 

地帯制①   ２００円（２００円） 

地帯制②   ２３０円（２２０円） 

地帯制③   ２５０円（２４０円） 

対キロ区間制 基準賃率 ３８円５０銭 

           （３８円５０銭） 

初乗運賃   １６０円（１６０円） 

改定率    １．０１８４０％ 

 

 

31 旅 106 加賀温泉バス株式会社 申請年月日  令和元年５月３１日 

対キロ区間制 基準賃率 ３７円１０銭 

           （３７円１０銭） 

初乗運賃   １５０円（１５０円） 

対キロ区間制 基準賃率 ３８円００銭 

           （３８円００銭） 

初乗運賃   １６０円（１６０円） 

改定率    １．０１６４８％ 

 

 

31 旅 107 能登島交通株式会社 申請年月日  令和元年５月３１日 

対キロ区間制 基準賃率 ４０円００銭 

           （４０円００銭） 

初乗運賃   １４０円（１４０円） 

改定率    １．０１６５２％ 

 

 

※（ ）内は現行 

 

 

■一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分（事業停止）  

 

（自動車運送事業安全監理室） 

行政処分日 

事業者の氏

名又は名称 
営業所の名称 

行政処分等

の内容 
違反行為の概要 

※ 

事業者 

点数 

 

営業所 

点数 
事業者の 

所在地 

営業所の所在

地 

主な違反の

条項 

令和元年 

5 月 8日 

株式会社 

きらめき 
本社営業所 

事業停止 

（33日間） 

平成 30 年 10 月 23

日、監査実施。9件の 56 56 

○ 行 政 処 分 
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石川県金沢

市本町 2-4-

1 

石川県小松市 

津波倉町ハ 38 

道路運送法

第 15条第

1項、同法

第 27条第

3項及び同

法第 30 条

第 2項 

違反が認められた。 

(1)事業計画の変更認

可違反(道路運送法第

15 条第 1項) 

(2)運送引受書の写し

の保存義務違反(旅客

自動車運送事業運輸規

則第 7条の 2第 2項) 

(3)点呼の記録義務違

反(旅客自動車運送事

業運輸規則第 24 条第 5

項) 

(4)乗務等の記録義務

違反(旅客自動車運送

事業運輸規則第 25条

第 1項～第 2項) 

(5)運行記録計による

記録義務違反(旅客自

動車運送事業運輸規則

第 26条第 1項) 

(6)運行指示書の保存

義務違反(旅客自動車

運送事業運輸規則第 28

条の 2第 2項) 

(7)運転者に対する指

導監督告示による運転

者に対する指導監督義

務違反(旅客自動車運

送事業運輸規則第 38

条第 1項) 

(8)定期点検整備等の

未実施(道路運送車両

法第 48 条) 

(9)事業の健全な発達

を阻害する競争(道路

運送法第 30 条第 2項) 

※事業者点数は、行政処分等の年月日時点で事業者に付されている点数の総和を表す。 

 
 

 

以 上 


